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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼鏡店で用いられる端末装置と、前記眼鏡店に訪れた眼鏡レンズ装用予定者が視認する
ディスプレイ装置と、コンピュータとしての機能を有するサーバ装置とが、通信可能に接
続されたシミュレーションシステムであって、
　前記サーバ装置は、
　前記眼鏡レンズ装用予定者が装用を予定する眼鏡レンズのレンズ設計データに基づき、
当該眼鏡レンズの全視野領域を構成する複数の部分視野領域についての元画像に対して、
当該眼鏡レンズのレンズ視覚特性を反映させる画像処理を行い、前記複数の部分視野領域
別のシミュレーション画像を生成する画像生成部と、
　前記複数の部分視野領域のそれぞれにおける前記レンズ視覚特性の特徴に関する解説情
報を、当該部分視野領域と対応付けて、前記レンズ設計データに適用されるレンズ設計基
準の種類別に記憶する情報記憶部と、を備え、
　前記ディスプレイ装置は、前記シミュレーション画像を前記複数の部分視野領域別に選
択的に表示して前記眼鏡レンズ装用予定者に視認させる表示画面部を備え、
　前記端末装置は、前記ディスプレイ装置の前記表示画面部が表示する部分視野領域に対
応する前記解説情報を前記情報記憶部から取得して出力する情報出力部を備える
　ことを特徴とするシミュレーションシステム。
【請求項２】
　前記サーバ装置の前記画像生成部は、前記眼鏡レンズの明瞭指数の等高線の前記シミュ
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レーション画像への重畳処理を行うものであり、
　前記ディスプレイ装置の前記表示画面部は、前記等高線が重畳された前記シミュレーシ
ョン画像を表示するものである
　ことを特徴とする請求項１記載のシミュレーションシステム。
【請求項３】
　前記サーバ装置の前記画像生成部は、前記眼鏡レンズを保持する眼鏡フレームの枠画像
の前記シミュレーション画像への反映処理を行うものであり、
　前記ディスプレイ装置の前記表示画面部は、前記枠画像が反映された前記シミュレーシ
ョン画像を表示するものである
　ことを特徴とする請求項１または２記載のシミュレーションシステム。
【請求項４】
　前記ディスプレイ装置は、前記眼鏡レンズ装用予定者の頭部に装着されるヘッドマウン
トディスプレイであり、
　前記表示画面部は、前記眼鏡レンズ装用予定者の左右眼のそれぞれに対して個別に画像
表示を行う
　ことを特徴とする請求項１、２または３記載のシミュレーションシステム。
【請求項５】
　前記端末装置は、前記眼鏡店の店員が使用する携帯型の情報端末であり、
　前記情報出力部は、前記解説情報を前記店員に対して表示出力する
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載のシミュレーションシステム。
【請求項６】
　前記情報出力部は、前記解説情報を音声出力する
　ことを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載のシミュレーションシステム。
【請求項７】
　前記ディスプレイ装置または前記端末装置の少なくとも一方には、前記ディスプレイ装
置に表示させる部分視野領域の選択操作を行うための操作部が設けられている
　ことを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載のシミュレーションシステム。
【請求項８】
　前記端末装置は、前記眼鏡レンズ装用予定者が装用を予定する眼鏡レンズについてのパ
ラメータ情報を入力する情報入力部を備え、
　前記サーバ装置は、前記情報入力部で入力された前記パラメータ情報に基づき、前記眼
鏡レンズ装用予定者が装用を予定する眼鏡レンズに適用すべきレンズ設計基準の種類を特
定し、その特定した種類のレンズ設計基準を適用しつつ当該眼鏡レンズのレンズ設計デー
タを生成するデータ生成部を備える
　ことを特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載のシミュレーションシステム。
【請求項９】
　眼鏡店で用いられる端末装置と、前記眼鏡店に訪れた眼鏡レンズ装用予定者が視認する
ディスプレイ装置とが、通信可能に接続されて構成されたシミュレーション装置であって
、
　前記ディスプレイ装置は、眼鏡レンズの全視野領域を構成する複数の部分視野領域につ
いての元画像に対して当該眼鏡レンズのレンズ視覚特性を反映させる画像処理を行って得
られたシミュレーション画像を、前記複数の部分視野領域別に選択的に表示して、前記眼
鏡レンズ装用予定者に視認させる表示画面部を備え、
　前記端末装置は、前記ディスプレイ装置の前記表示画面部が表示する部分視野領域に反
映された前記レンズ視覚特性の特徴に関する解説情報を出力する情報出力部を備える
　ことを特徴とするシミュレーション装置。
【請求項１０】
　前記端末装置または前記ディスプレイ装置の少なくとも一方は、通信回線網に接続し、
当該通信回線網上のサーバ装置との通信を行う通信インターフェイス部を備え、前記通信
インターフェイス部を介して少なくとも前記部分視野領域別の前記シミュレーション画像
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および前記解説情報を前記サーバ装置から取得するように構成されている
　ことを特徴とする請求項９記載のシミュレーション装置。
【請求項１１】
　前記端末装置または前記ディスプレイ装置の少なくとも一方は、前記部分視野領域別の
前記シミュレーション画像および前記解説情報を記憶する情報記憶部を備える
　ことを特徴とする請求項９記載のシミュレーション装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眼鏡レンズ装用予定者が装用を予定する眼鏡レンズを通した見え方を当該眼
鏡レンズ装用予定者に疑似的に体験させるシミュレーションシステム、シミュレーション
装置および商品説明補助方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、眼鏡店においては、眼鏡レンズ装用予定者に眼鏡レンズを装用した状態を疑似体
験させるシミュレーション装置が利用されている（例えば、特許文献１参照）。シミュレ
ーション装置を利用すれば、眼鏡レンズ装用予定者は、レンズ発注に先立ってシミュレー
ション画像を視認することで、眼鏡レンズを通した場合の見え方（像の歪みやボケ等）を
体感することができる。また、眼鏡店の側においても、シミュレーションによる像形成を
利用するので、眼鏡レンズ装用予定者が所望するレンズ処方等のサンプルレンズを用意す
る必要が無く、サンプルレンズにはない種類のレンズを装用した場合の見え方を眼鏡レン
ズ装用予定者に体感させることもできる。
【０００３】
　特に、近年では、眼鏡レンズとして個別設計の自由曲面を有した累進屈折力レンズが普
及しつつある。このような累進屈折力レンズについては、眼鏡レンズ装用予定者の生活状
況や眼鏡使用状況等に応じて適切なレンズ設計基準が選択され、その選択されたレンズ設
計基準に従い光学設計がなされる（例えば、特許文献２参照）。そのため、個々の眼鏡レ
ンズ装用予定者に対して最適にカスタマイズされた眼鏡レンズとなり得ることから、予め
サンプルレンズを用意しておくことが困難であり、シミュレーション装置を利用してレン
ズ装用状態の疑似体験をさせることが非常に有用となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２０１０／０４４３８３号
【特許文献２】国際公開第２００９／１３３８８７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、個別設計の自由曲面を有した累進屈折力レンズについては、適用されるレン
ズ設計基準によってレンズ設計上の特徴が異なることが一般的である。このことは、適用
されるレンズ設計基準によってレンズ視覚特性の特徴が異なることを意味する。つまり、
適用されるレンズ設計基準によっては、レンズ視覚特性の特徴が異なることから、眼鏡レ
ンズを通した見え方も異なってしまうことになる。しかも、眼鏡レンズを通した見え方は
、遠方視領域、近方視領域、中間視領域等といった各領域間でも異なる。したがって、シ
ミュレーション装置を利用する場合には、レンズ装用状態を疑似体験する眼鏡レンズ装用
予定者に対して、眼鏡レンズのレンズ視覚特性の特徴の違いを通知して十分に把握させた
上で、その疑似体験の結果に対する適否を判断させることが、その眼鏡レンズ装用予定者
に満足感を与えるために非常に重要となる。
【０００６】
　しかしながら、従来のシミュレーション装置は、眼鏡レンズを通した見え方を眼鏡レン
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ズ装用予定者に疑似体験させることができても、必ずしも眼鏡レンズ毎のレンズ視覚特性
の特徴の違いを眼鏡レンズ装用予定者に十分に把握させ得るとは言えない。眼鏡レンズ毎
のレンズ視覚特性の特徴は、例えば個別設計の自由曲面を有した累進屈折力レンズの場合
、その設計タイプは組み合わせにより数百種類にも及ぶ。そのため、数百種類にも及ぶ設
計タイプのそれぞれによる特徴の違いを十分に理解している店員でなければ、眼鏡レンズ
装用予定者が選定した眼鏡レンズがどのようなレンズ視覚特性の特徴を備えているかにつ
いて、当該眼鏡レンズ装用予定者に対して的確に通知して把握させることができないおそ
れがある。つまり、眼鏡レンズ装用予定者が選定した眼鏡レンズのレンズ視覚特性の特徴
を説明するのにも、眼鏡店の店員に対してレンズ設計の理解度やその説明能力等について
の高いスキルが要求されてきている。したがって、店員のスキルによっては、眼鏡レンズ
のレンズ視覚特性の特徴を眼鏡レンズ装用予定者に十分に把握させることができず、結果
として眼鏡レンズ装用予定者が不満に感じてしまうことがあり得る。
【０００７】
　また、従来のシミュレーション装置には、眼鏡レンズ装用予定者にシミュレーション画
像を視認させるにあたり、そのシミュレーション画像をＨＭＤ（ヘッドマウントディスプ
レイ）の表示画面に表示するように構成されたものがある（例えば、特許文献１参照）。
ただし、ＨＭＤを用いてレンズ装用状態の疑似体験をさせる場合、眼鏡レンズの全視野を
明瞭に再現できるＨＭＤは少なく、全視野を明瞭に再現可能なものは眼鏡店に導入するに
は高価であり大きさや重量面等でも眼鏡レンズ装用予定者に負担がかかるものとなってし
まう。また、小型軽量で安価なＨＭＤも存在するが、そのようなＨＭＤでは視野が限られ
てしまい、解像度もシミュレーションを行うには十分なものではない。そのため、従来の
シミュレーション装置では、眼鏡レンズ装用予定者のみならず、眼鏡店の側も不満に感じ
てしまうことがあり得る。
【０００８】
　そこで、本発明は、眼鏡レンズ装用予定者にレンズ装用状態の疑似体験をさせる場合に
、眼鏡レンズ装用予定者や眼鏡店側等の上述した不満を解消することのできるシミュレー
ションシステム、シミュレーション装置および商品説明補助方法を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上述した目的を達成するために案出されたものである。
　この目的達成のために、本願発明者は、先ず、眼鏡レンズのレンズ視覚特性の特徴につ
いて検討した。レンズ視覚特性の特徴は、例えば個別設計の自由曲面を有した累進屈折力
レンズであれば、眼鏡レンズの設計タイプ毎に異なり、しかも遠方視領域、近方視領域、
中間視領域等といった各領域間でも異なる。そのため、組み合わせにより数百種類にも及
ぶ特徴の違いを全て把握することは、誰にとっても非常に困難であると考えられる。
　このことを踏まえた上で、本願発明者は、さらに鋭意検討を重ねた。そして、本願発明
者は、レンズ設計タイプ毎および各領域間で異なるレンズ視覚特性について、その特徴に
関する解説情報を設計タイプ別および各領域別に予め用意しておき、眼鏡レンズ装用予定
者に対するシミュレーション画像の表示に合わせてその表示内容に対応する解説情報の出
力を行えば、レンズ視覚特性の特徴の把握を的確かつ容易に行い得るとの着想に至った。
しかも、シミュレーション画像の表示を、眼鏡レンズの全視野領域について一括して行う
のではなく、当該全視野領域を複数の部分視野領域に分け、その複数の部分視野領域別に
選択的に行うようにすれば、該当する解説情報の出力を簡便に行い得るとともに、画像表
示側の視野の大きさや解像度等に因らずに眼鏡レンズの全視野領域を明瞭に視認させ得る
との着想に至った。
　本発明は、上述した本願発明者による新たな着想に基づいてなされたものである。
【００１０】
　本発明の第１の態様は、眼鏡店で用いられる端末装置と、前記眼鏡店に訪れた眼鏡レン
ズ装用予定者が視認するディスプレイ装置と、コンピュータとしての機能を有するサーバ
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装置とが、通信可能に接続されたシミュレーションシステムであって、前記サーバ装置は
、前記眼鏡レンズ装用予定者が装用を予定する眼鏡レンズのレンズ設計データに基づき、
当該眼鏡レンズの全視野領域を構成する複数の部分視野領域についての元画像に対して、
当該眼鏡レンズのレンズ視覚特性を反映させる画像処理を行い、前記複数の部分視野領域
別のシミュレーション画像を生成する画像生成部と、前記複数の部分視野領域のそれぞれ
における前記レンズ視覚特性の特徴に関する解説情報を、当該部分視野領域と対応付けて
、前記レンズ設計データに適用されるレンズ設計基準の種類別に記憶する情報記憶部と、
を備え、前記ディスプレイ装置は、前記シミュレーション画像を前記複数の部分視野領域
別に選択的に表示して前記眼鏡レンズ装用予定者に視認させる表示画面部を備え、前記端
末装置は、前記ディスプレイ装置の前記表示画面部が表示する部分視野領域に対応する前
記解説情報を前記情報記憶部から取得して出力する情報出力部を備えることを特徴とする
シミュレーションシステムである。
　本発明の第２の態様は、第１の態様に記載の発明において、前記サーバ装置の前記画像
生成部は、前記眼鏡レンズの明瞭指数の等高線の前記シミュレーション画像への重畳処理
を行うものであり、前記ディスプレイ装置の前記表示画面部は、前記等高線が重畳された
前記シミュレーション画像を表示するものであることを特徴とする。
　本発明の第３の態様は、第１または第２の態様に記載の発明において、前記サーバ装置
の前記画像生成部は、前記眼鏡レンズを保持する眼鏡フレームの枠画像の前記シミュレー
ション画像への反映処理を行うものであり、前記ディスプレイ装置の前記表示画面部は、
前記枠画像が反映された前記シミュレーション画像を表示するものであることを特徴とす
る。
　本発明の第４の態様は、第１、第２または第３の態様に記載の発明において、前記ディ
スプレイ装置は、前記眼鏡レンズ装用予定者の頭部に装着されるヘッドマウントディスプ
レイであり、前記表示画面部は、前記眼鏡レンズ装用予定者の左右眼のそれぞれに対して
個別に画像表示を行うことを特徴とする。
　本発明の第５の態様は、第１から第４のいずれか１態様に記載の発明において、前記端
末装置は、前記眼鏡店の店員が使用する携帯型の情報端末であり、前記情報出力部は、前
記解説情報を前記店員に対して表示出力することを特徴とする。
　本発明の第６の態様は、第１から第５のいずれか１態様に記載の発明において、前記情
報出力部は、前記解説情報を音声出力することを特徴とする。
　本発明の第７の態様は、第１から第６のいずれか１態様に記載の発明において、前記デ
ィスプレイ装置または前記端末装置の少なくとも一方には、前記ディスプレイ装置に表示
させる部分視野領域の選択操作を行うための操作部が設けられていることを特徴とする。
　本発明の第８の態様は、第１から第７のいずれか１態様に記載の発明において、前記端
末装置は、前記眼鏡レンズ装用予定者が装用を予定する眼鏡レンズについてのパラメータ
情報を入力する情報入力部を備え、前記サーバ装置は、前記情報入力部で入力された前記
パラメータ情報に基づき、前記眼鏡レンズ装用予定者が装用を予定する眼鏡レンズに適用
すべきレンズ設計基準の種類を特定し、その特定した種類のレンズ設計基準を適用しつつ
当該眼鏡レンズのレンズ設計データを生成するデータ生成部を備えることを特徴とする。
　本発明の第９の態様は、眼鏡店で用いられる端末装置と、前記眼鏡店に訪れた眼鏡レン
ズ装用予定者が視認するディスプレイ装置とが、通信可能に接続されて構成されたシミュ
レーション装置であって、前記ディスプレイ装置は、眼鏡レンズの全視野領域を構成する
複数の部分視野領域についての元画像に対して当該眼鏡レンズのレンズ視覚特性を反映さ
せる画像処理を行って得られたシミュレーション画像を、前記複数の部分視野領域別に選
択的に表示して、前記眼鏡レンズ装用予定者に視認させる表示画面部を備え、前記端末装
置は、前記ディスプレイ装置の前記表示画面部が表示する部分視野領域に反映された前記
レンズ視覚特性の特徴に関する解説情報を出力する情報出力部を備えることを特徴とする
シミュレーション装置である。
　本発明の第１０の態様は、第９の態様に記載の発明において、前記端末装置または前記
ディスプレイ装置の少なくとも一方は、通信回線網に接続し、当該通信回線網上のサーバ
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装置との通信を行う通信インターフェイス部を備え、前記通信インターフェイス部を介し
て少なくとも前記部分視野領域別の前記シミュレーション画像および前記解説情報を前記
サーバ装置から取得するように構成されていることを特徴とする。
　本発明の第１１の態様は、第９の態様に記載の発明において、前記端末装置または前記
ディスプレイ装置の少なくとも一方は、前記部分視野領域別の前記シミュレーション画像
および前記解説情報を記憶する情報記憶部を備えることを特徴とする。
　本発明の第１２の態様は、眼鏡店で用いられる端末装置と、前記眼鏡店に訪れた眼鏡レ
ンズ装用予定者が視認するディスプレイ装置とを利用しつつ、前記眼鏡店での商品説明の
際に当該商品説明を補助する商品説明補助方法であって、眼鏡レンズの全視野領域を構成
する複数の部分視野領域についての元画像に対して当該眼鏡レンズのレンズ視覚特性を反
映させる画像処理を行って得られたシミュレーション画像を、前記複数の部分視野領域別
に選択的に前記ディスプレイ装置で表示して、前記眼鏡レンズ装用予定者に視認させる画
像表示ステップと、前記ディスプレイ装置で表示する部分視野領域に反映された前記レン
ズ視覚特性の特徴に関する解説情報を、当該部分視野領域と当該解説情報とが対応付けら
れた状態で予め記憶している情報記憶部から取得して、前記端末装置で出力する情報出力
ステップと、前記ディスプレイ装置で表示する部分視野領域の選択を切り替えるとともに
、これに対応して前記端末装置で出力する解説情報の切り替えを行う選択切替ステップと
、を備えることを特徴とする商品説明補助方法である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、眼鏡レンズ装用予定者にレンズ装用状態の疑似体験をさせる場合に、
その眼鏡レンズ装用予定者に対して眼鏡レンズのレンズ視覚特性の特徴を十分に把握させ
得るようになり、しかも眼鏡レンズの全視野を明瞭に視認させ得るようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第1実施形態におけるシミュレーションシステム全体の概略構成例を示
す模式図である。
【図２】本発明の第1実施形態におけるシミュレーションシステムの機能構成例を示すブ
ロック図である。
【図３】本発明の第1実施形態におけるシミュレーション処理の概要を示すフローチャー
トである。
【図４】本発明の第1実施形態におけるシミュレーション処理の特徴的な手順の詳細を示
すフローチャートである。
【図５】本発明の第1実施形態におけるタブレット端末での表示出力内容の具体例を示す
概念図である。
【図６】本発明の第1実施形態におけるシミュレーション処理にて扱う画像で、シミュレ
ーション画像生成の基になる元画像の具体例を示す説明図である。
【図７】本発明の第1実施形態におけるシミュレーション処理にて扱う画像で、元画像に
画像処理を行って得られたシミュレーション画像の具体例を示す説明図である。
【図８】本発明の第1実施形態におけるシミュレーション処理にて扱う画像で、眼鏡レン
ズの明瞭指数の等高線を表す画像の具体例を示す説明図である。
【図９】本発明の第1実施形態におけるシミュレーション処理にて扱う画像で、明瞭指数
の等高線画像が重畳された部分視野領域別のシミュレーション画像の具体例を示す説明図
である。
【図１０】本発明の第２実施形態におけるシミュレーション処理の概要を示すフローチャ
ートである。
【図１１】本発明の第２実施形態におけるシミュレーション処理の特徴的な手順の詳細を
示すフローチャートである。
【図１２】本発明の第２実施形態におけるシミュレーション処理にて扱う画像で、元画像
に画像処理を行って得られたシミュレーション画像にフレーム枠画像を反映させた具体例
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を示す説明図である。
【図１３】本発明の第２実施形態におけるシミュレーション処理にて扱う画像で、眼鏡レ
ンズの明瞭指数の等高線を表す画像にフレーム枠画像を反映させた具体例を示す説明図で
ある。
【図１４】本発明の第２実施形態におけるシミュレーション処理にて扱う画像で、明瞭指
数の等高線画像が重畳された部分視野領域別のシミュレーション画像にフレーム枠画像を
反映させた具体例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態を、図面に基づいて説明する。
　本実施形態では、以下の順序で項分けをして説明を行う。
Ａ．第1実施形態
　１．シミュレーションシステム全体の概略構成
　２．シミュレーションシステムの機能構成
　３．眼鏡店におけるシミュレーション処理の手順
　４．本実施形態の効果
Ｂ．第２実施形態
Ｃ．変形例等
【００１４】
［Ａ．第1実施形態］
　はじめに、本発明の第1実施形態を説明する。
【００１５】
＜１．シミュレーションシステム全体の概略構成＞
　先ず、本実施形態におけるシミュレーションシステム全体の概略構成を説明する。
　図１は、本実施形態におけるシミュレーションシステム全体の概略構成例を示す模式図
である。
【００１６】
　本実施形態におけるシミュレーションシステムは、眼鏡店Ｓを訪れた眼鏡レンズ装用予
定者Ｐ１に対して、当該眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１が装用を予定する眼鏡レンズを通した
見え方を疑似的に体験させるために用いられる。そのために、シミュレーションシステム
は、眼鏡店Ｓで用いられる端末装置１と、眼鏡店Ｓに訪れた眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１が
視認する表示画面部を備えたディスプレイ装置２と、コンピュータとしての機能を有する
サーバ装置３とが、インターネット等の通信回線網４を介して通信可能に接続されて構成
されている。ここでは、端末装置１、ディスプレイ装置２およびサーバ装置３がそれぞれ
一つずつである場合を例示しているが、一つのサーバ装置３に対して複数の端末装置１お
よびディスプレイ装置２（すなわち複数の眼鏡店Ｓ）が接続されていても構わない。
【００１７】
　端末装置１としては、例えば、眼鏡店Ｓの店員Ｐ２が使用する携帯型の情報端末（以下
「タブレット端末」という。）が用いられる。本実施形態では、端末装置１がタブレット
端末である場合を例に挙げて、以下の説明を行う。
　また、ディスプレイ装置２としては、例えば、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１の頭部に装着
されるヘッドマウントディスプレイ（以下「ＨＭＤ」という。）が用いられる。本実施形
態では、ディスプレイ装置２がＨＭＤである場合を例に挙げて、以下の説明を行う。
　なお、眼鏡店Ｓにおいては、タブレット端末１とＨＭＤ２が用いられるが、これらによ
って後述するシミュレーション装置が構成されることになる。
【００１８】
＜２．シミュレーションシステムの機能構成＞
　続いて、本実施形態におけるシミュレーションシステムの機能構成を説明する。
　図２は、本実施形態におけるシミュレーションシステムの機能構成例を示すブロック図
である。
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【００１９】
　本実施形態におけるシミュレーションシステムは、大別すると、サーバ装置３とシミュ
レーション装置５とを備えて構成されている。なお、サーバ装置３とシミュレーション装
置５の間は、既に説明したように、通信回線網４を介して通信可能に接続されている。
【００２０】
（サーバ装置）
　サーバ装置３は、眼鏡レンズを通した見え方を眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１に疑似体験さ
せるために、眼鏡レンズのレンズ視覚特性を反映させたシミュレーション画像の生成、生
成したシミュレーション画像のシミュレーション装置５への送信、その他必要な処理を行
うものである。そのために、サーバ装置３は、通信インターフェイス（以下、インターフ
ェイスを「Ｉ／Ｆ」と略す。）部３１、取得情報認識部３２、レンズ設計データ生成部３
３、原画像記憶部３４、画像生成部３５、解説情報記憶部３６、および、制御部３７とし
ての機能を備えて構成されている。
【００２１】
　通信Ｉ／Ｆ部３１は、通信回線網４を介して、眼鏡店Ｓ側のシミュレーション装置５と
の通信を行うための機能を実現するものである。
【００２２】
　取得情報認識部３２は、通信Ｉ／Ｆ部３１を通じて眼鏡店Ｓの側から取得した情報を認
識する機能を実現するものである。眼鏡店Ｓの側からの情報には、眼鏡レンズ装用予定者
Ｐ１が装用を予定する眼鏡レンズについてのパラメータ情報が含まれるものとする。パラ
メータ情報は、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１が装用を予定する眼鏡レンズの処方情報、当該
眼鏡レンズを保持する眼鏡フレームの形状情報、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１が想定する生
活環境情報等に由来するパラメータについての情報である。
【００２３】
　レンズ設計データ生成部３３は、取得情報認識部３２で認識したパラメータ情報に基づ
き、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１が装用を予定する眼鏡レンズに適用すべきレンズ設計基準
の種類を特定し、その特定した種類のレンズ設計基準を適用しつつ当該眼鏡レンズのレン
ズ設計データを生成する機能を実現するものである。適用するレンズ設計基準の種類には
様々なものが存在し、そのためレンズ設計データの設計タイプは組み合わせにより数百種
類にも及ぶことになる。なお、レンズ設計基準およびレンズ設計データ生成の詳細につい
ては、公知技術に基づくものであるため（例えば国際公開第２００９／１３３８８７号参
照）、ここではその説明を省略する。
【００２４】
　原画像記憶部３４は、画像生成部３５でのシミュレーション画像の生成に必要となる原
画像データ３４ａを記憶保持しておく機能を実現するものである。原画像記憶部３４が記
憶保持する原画像データ３４ａとしては、シミュレーション画像の元画像に相当する三次
元ＣＧ（コンピュータグラフィックス）画像についての画像データが挙げられる。なお、
元画像は、必ずしもＣＧ画像である必要はなく、例えば撮像カメラによって撮像された画
像であっても構わない。
　また、原画像記憶部３４は、眼鏡レンズの全視野領域を構成する複数の部分視野領域に
ついての元画像の画像データを、原画像データ３４ａとして記憶保持しているものとする
。ただし、少なくとも複数の部分視野領域について元画像の画像データを記憶保持してい
れば、原画像記憶部３４は、さらに他の画像データを記憶保持していてもよい。
　ここで、眼鏡レンズの「全視野領域」とは、眼鏡レンズを通して見た場合の全視野に相
当する領域のことをいう。「全視野」とは、眼鏡レンズを通して視認可能な視野角の範囲
のことをいい、例えば水平方向約９０°、垂直方向約７０°の範囲のことをいう。
　全視野領域を構成する複数の「部分視野領域」とは、全視野領域を予め設定された区分
け態様に応じて区分けした場合のそれぞれの領域のことをいう。各部分視野領域への区分
けは、眼鏡レンズのレンズ視覚特性の特徴の違いを考慮して行うことが考えられる。具体
例としては、例えば眼鏡レンズが累進屈折力レンズであれば、全視野領域を９つの領域に



(9) JP 6088549 B2 2017.3.1

10

20

30

40

50

区分けし、遠方視領域の右側部分、中央部分、左側部分、近方視領域の右側部分、中央部
分、左側部分、中間視領域の右側部分、中央部分、左側部分のそれぞれが別領域に属する
ようにしたものが挙げられる。ただし、これら複数の部分視野領域は、それぞれが全視野
領域の一部分に相当するものであればよく、各部分視野領域が互いに重複する画像部分を
有していてもよい。
　このような複数の部分視野領域について、それぞれの画像データを記憶保持しておくこ
とで、原画像記憶部３４は、眼鏡レンズの全視野領域について一括して画像出力を行うの
ではなく、当該全視野領域を複数の小視野に区分けした各部分視野領域別に画像出力する
ことを可能にするのである。
【００２５】
　画像生成部３５は、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１が装用を予定する眼鏡レンズのレンズ視
覚特性を反映させたシミュレーション画像の生成を行うものである。そのために、画像生
成部３５は、画像処理部３５ａおよび画像重畳部３５ｂとしての機能を備えている。
　画像処理部３５ａは、レンズ設計データ生成部３３が生成したレンズ設計データに基づ
き、原画像記憶部３４に記憶保持された原画像データ３４ａに対して、そのレンズ設計デ
ータによって特定される視覚特性（ボケ・ゆがみ等）を反映させる画像処理を行う機能を
実現するものである。この画像処理によって、各部分視野領域についての元画像に対して
、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１が装用を予定する眼鏡レンズのレンズ視覚特性を反映させた
シミュレーション画像が生成されることになる。なお、画像処理によるシミュレーション
画像生成の詳細については、公知技術に基づくものであるため（例えば国際公開第２０１
０／０４４３８３号参照）、ここではその説明を省略する。
　画像重畳部３５ｂは、レンズ設計データ生成部３３が生成したレンズ設計データに基づ
き、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１が装用を予定する眼鏡レンズの明瞭指数を求めるとともに
、その明瞭指数の等高線を表す画像を生成し、その等高線の画像を画像処理部３５ａでの
画像処理によって得られたシミュレーション画像に重畳する機能を実現するものである。
ここでいう「明瞭指数」は、眼鏡レンズ（特に累進屈折力レンズ）の性能を評価する指標
の一つをいう。ただし、明瞭指数の詳細については、公知技術に基づくものであるため（
例えば特許第３９１９０９７号参照）、ここではその説明を省略する。
【００２６】
　解説情報記憶部３６は、眼鏡レンズのレンズ視覚特性の特徴を解説するための解説情報
３６ａを記憶保持しておく機能を実現するものである。解説情報記憶部３６では、レンズ
視覚特性が眼鏡レンズの設計タイプ毎に異なることから、レンズ設計データに適用される
レンズ設計基準の種類別に解説情報３６ａの記憶保持を行うようになっている。また、画
像処理部３５ａが画像処理対象とする各部分視野領域のそれぞれにおいてもレンズ視覚特
性が異なることから、各部分視野領域のそれぞれにおけるレンズ視覚特性の特徴に関する
解説情報３６ａを、当該部分視野領域と対応付けて記憶保持するようになっている。なお
、解説情報３６ａの詳細や具体例等については後述する。
【００２７】
　制御部３７は、サーバ装置３全体の動作制御を行う機能を実現するものである。したが
って、上述した各部３１～３６は、制御部３７によって動作が制御されることになる。
【００２８】
　これらの各部３１～３７としての機能は、コンピュータとしてのサーバ装置３が有する
ハードウエア資源を用いつつ、そのサーバ装置３が所定のソフトウエアプログラムを実行
することによって実現されるものである。その場合に、ソフトウエアプログラムは、サー
バ装置３にインストールされて用いられることになるが、必ずしもこれに限定されること
はなく、サーバ装置３がアクセス可能であれば通信回線網４上の他の装置に存在してもよ
い。
【００２９】
（シミュレーション装置）
　一方、シミュレーション装置５は、眼鏡レンズを通した見え方を眼鏡レンズ装用予定者
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Ｐ１に疑似体験させるために、眼鏡店Ｓの側において利用されるものであり、具体的には
ＨＭＤ２とタブレット端末１によって構成されている。
【００３０】
（ＨＭＤ）
　ＨＭＤ２は、眼鏡店Ｓを訪れた眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１の頭部に装着された状態でシ
ミュレーション画像の表示出力を行うことで、その眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１に眼鏡レン
ズを通した見え方を疑似体験させるものである。そのために、ＨＭＤ２は、通信Ｉ／Ｆ部
２１および表示画面部２２としての機能を備えて構成されている。
【００３１】
　通信Ｉ／Ｆ部２１は、図示せぬ無線または有線の通信回線を介してタブレット端末１と
の通信を行うための機能を実現するものである。ただし、通信Ｉ／Ｆ部２１は、通信回線
網４を介してサーバ装置３との通信を行う機能を併せ持つものであってもよい。
【００３２】
　表示画面部２２は、サーバ装置３が生成したシミュレーション画像を表示して眼鏡レン
ズ装用予定者Ｐ１に視認させるための機能を実現するものである。ただし、表示画面部２
２は、シミュレーション画像の表示を、画像生成部３５の画像処理部３５ａが画像処理対
象とした各部分視野領域別に選択的に行うとともに、画像生成部３５の画像重畳部３５ｂ
により眼鏡レンズの明瞭指数の等高線画像が重畳された状態で行うようになっている。ま
た、表示画面部２２は、ＨＭＤ２における機能であることから、各部分視野領域別の画像
表示を、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１の左右眼のそれぞれに対して個別に行うようになって
いる。なお、表示画面部２２は、各部分視野領域別の画像表示を行うことから、表示可能
な画像サイズが必ずしも全視野領域に対応している必要はなく、例えば表示画面の対角方
向約５０°程度の視野角に対応したものであっても構わない。
【００３３】
（タブレット端末）
　タブレット端末１は、眼鏡店Ｓの店員Ｐ２が携帯して操作するもので、眼鏡レンズを通
した見え方を眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１に疑似体験させるために必要となる情報の入出力
を行うものである。そのために、タブレット端末１は、通信Ｉ／Ｆ部１１およびタッチパ
ネル部１２としての機能を備えて構成されている。
【００３４】
　通信Ｉ／Ｆ部１１は、通信回線網４を介してサーバ装置３との通信を行うとともに、図
示せぬ無線または有線の通信回線を介してＨＭＤ２との通信を行うための機能を実現する
ものである。
【００３５】
　タッチパネル部１２は、情報入出力を行うためのものであり、さらに詳しくは情報出力
部１２ａ、操作部１２ｂ、および、情報入力部１２ｃとしての機能を実現するものである
。
　情報出力部１２ａは、タッチパネル部１２の情報出力機能を利用しつつ店員Ｐ２に対し
て各種情報の表示出力する機能を実現するものである。情報出力部１２ａが表示出力する
各種情報には、サーバ装置３の解説情報記憶部３６が記憶保持する解説情報３６ａが含ま
れる。つまり、情報出力部１２ａは、解説情報記憶部３６内の解説情報３６ａを当該解説
情報記憶部３６から取得して、店員Ｐ２に対して表示出力する機能を有している。ただし
、情報出力部１２ａは、ＨＭＤ２の表示画面部２２が表示する部分視野領域に対応する解
説情報３６ａについて、その表示出力を行うようになっている。
　操作部１２ｂは、タッチパネル部１２の情報入力機能を利用してＨＭＤ２の表示画面部
２２に表示させる部分視野領域の選択操作を行う機能を実現するものである。
　情報入力部１２ｃは、タッチパネル部１２の情報入力機能を利用して眼鏡レンズ装用予
定者Ｐ１が装用を予定する眼鏡レンズについてのパラメータ情報を入力する機能を実現す
るものである。
【００３６】
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＜３．眼鏡店におけるシミュレーション処理の手順＞
　次に、上述した構成のシミュレーションシステムを用いて眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１に
レンズ装用状態の疑似体験をさせるために行うシミュレーション処理の手順について説明
する。
【００３７】
（シミュレーション処理の概要）
　ここでは、先ず、眼鏡店Ｓで行われるシミュレーション処理の概要について簡単に説明
する。
　図３は、本実施形態におけるシミュレーション処理の概要を示すフローチャートである
。
【００３８】
　眼鏡店Ｓにおいては、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１が装用を予定する眼鏡レンズの処方等
を決定すると、その処方情報等を含むパラメータ情報を、店員Ｐ２がタブレット端末１の
情報入力部１２ｃで入力し（ステップ１０１、以下ステップを「Ｓ」と略す。）、そのタ
ブレット端末１の通信Ｉ／Ｆ部１１から通信回線網４を介してサーバ装置３へ送信する。
【００３９】
　パラメータ情報が送信されてくると、サーバ装置３では、そのパラメータ情報を通信Ｉ
／Ｆ部３１で受信して取得情報認識部３２で認識するとともに、その認識結果に基づいて
レンズ設計データ生成部３３が適用すべきレンズ設計基準の種類を特定し、その特定した
種類のレンズ設計基準を適用しつつ眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１が装用予定の眼鏡レンズ（
すなわち決定した処方等に応じた眼鏡レンズ）のレンズ設計データを生成する（Ｓ１０２
）。
【００４０】
　レンズ設計データ生成部３３がレンズ設計データを生成すると、サーバ装置３では、そ
のレンズ設計データによって特定されるレンズ視覚特性を反映させたシミュレーション画
像の生成を、画像生成部３５が行う（Ｓ１０３）。そして、生成したシミュレーション画
像についての画像データを、通信Ｉ／Ｆ部３１から通信回線網４を介して眼鏡店Ｓの側へ
送信する。
【００４１】
　眼鏡店Ｓの側では、サーバ装置３からの画像データを、タブレット端末１の通信Ｉ／Ｆ
部１１で受信するとともに、そのタブレット端末１による管理を経つつ、タブレット端末
１の通信Ｉ／Ｆ部１１からＨＭＤ２へ送信し、そのＨＭＤ２の通信Ｉ／Ｆ部２１に受信さ
せる。これにより、ＨＭＤ２は、タブレット端末１による管理の下、表示画面部２２がサ
ーバ装置３で生成されたシミュレーション画像を表示して眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１に視
認させ、その眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１にレンズ装用状態の疑似体験をさせる（Ｓ１０４
）。
【００４２】
　シミュレーション画像を視認した結果、そのシミュレーション画像の見え方に違和感を
覚えることなく、レンズ装用状態の疑似体験の結果がＯＫであると眼鏡レンズ装用予定者
Ｐ１が判断すれば（Ｓ１０５）、眼鏡店Ｓでは、その眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１のために
、決定した処方等によるレンズ発注を行う（Ｓ１０６）。
　一方、レンズ装用状態の疑似体験の結果がＮＧであると眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１が判
断した場合には（Ｓ１０５）、眼鏡レンズの処方等を変更した上で、疑似体験結果がＯＫ
となるまで、再び上述した一連の手順を繰り返す（Ｓ１０１～Ｓ１０５）。
【００４３】
　以上のような手順で、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１にレンズ装用状態を疑似体験させるた
めのシミュレーション処理を行う。
【００４４】
（シミュレーション処理の詳細）
　続いて、上述した手順のシミュレーション処理のうち、シミュレーション画像の生成か
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ら表示出力までの手順について、さらに詳しく説明する。
　図４は、本実施形態におけるシミュレーション処理の特徴的な手順の詳細を示すフロー
チャートである。
【００４５】
　シミュレーション画像の生成にあたり（図３のＳ１０３参照）、サーバ装置３では、レ
ンズ設計データ生成部３３が生成したレンズ設計データと、そのデータ生成の際にレンズ
設計データ生成部３３が適用したレンズ設計基準の種類についての識別情報とを、画像生
成部３５がレンズ設計データ生成部３３から取得する（Ｓ２０１）。さらには、シミュレ
ーション画像の生成に必要となる原画像データ３４ａを、画像生成部３５が原画像記憶部
３４から取得する（Ｓ２０２）。
【００４６】
　これらの各種データや情報等の取得後、画像生成部３５では、画像処理部３５ａがシミ
ュレーション画像の生成を行う。すなわち、画像処理部３５ａは、取得したレンズ設計デ
ータに応じたボケ・ゆがみ等を加える画像処理を、同じく取得した原画像データ３４ａに
対して行って、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１が装用を予定する眼鏡レンズのレンズ視覚特性
を反映させたシミュレーション画像を生成する（Ｓ２０３）。これにより、サーバ装置３
からは、眼鏡レンズの全視野領域について一括ではなく、当該全視野領域を複数の小視野
に区分けした各部分視野領域別（すなわち小視野別）に、シミュレーション画像の出力を
行い得る状態となる。
【００４７】
　また、このとき、画像生成部３５では、画像重畳部３５ｂが眼鏡レンズの明瞭指数の等
高線画像を生成し、その等高線画像をシミュレーション画像に重畳する（Ｓ２０４）。こ
れにより、サーバ装置３からは、各部分視野領域別のシミュレーション画像に、当該部分
視野領域における明瞭指数の等高線画像を重畳した状態で、その出力を行い得る状態とな
る。
　さらに、サーバ装置３では、画像生成部３５が各部分視野領域別のシミュレーション画
像の生成を行うと、各部分視野領域についての解説情報３６ａを、制御部３７が解説情報
記憶部３６から読み出す（Ｓ２０５）。
【００４８】
　そして、制御部３７は、必要に応じて（例えばタブレット端末１からの要求に応じて）
、画像生成部３５が生成した各部分視野領域別のシミュレーション画像で等高線画像が重
畳されたものについての画像データと、解説情報記憶部３６から読み出した解説情報３６
ａとを、通信Ｉ／Ｆ部３１から通信回線網４を介してタブレット端末１へ送信する。
【００４９】
　一方、タブレット端末１では、例えばタッチパネル部１２を操作する店員Ｐ２による所
定操作があると、先ず、サーバ装置３に対して全視野領域の元画像についての画像データ
の送信を要求する。この要求に応じて、サーバ装置３からは、全視野領域の元画像につい
ての画像データが送信されてくる。このときの画像データの送信は、当該全視野領域を構
成する全ての部分視野領域の元画像についての画像データをそれぞれ別個に送信してもよ
いし、あるいは各部分視野領域間で重複画像部分が存在する場合に当該重複画像部分を重
ねるように合成した後に送信してもよい。また、各部分視野領域の元画像とは別に、全視
野領域の元画像についての画像データを用意し得る場合には、その全視野領域の元画像に
ついての画像データをそのまま送信するようにしてもよい。
　サーバ装置３から全視野領域の元画像についての画像データが送信されてくると、タブ
レット端末１は、その画像データを通信Ｉ／Ｆ部１１で受信する。そして、タッチパネル
部１２の情報出力部１２ａが、その表示画面上の所定部分を利用して、送られてきた全視
野領域分の元画像の表示出力を行う（Ｓ２０６）。このときの画像表示出力は、各部分視
野領域の元画像をそのまま並べて表示するものであってもよいし、あるいは各部分視野領
域間で重複画像部分が存在する場合に当該重複画像部分を重ねるように合成して表示する
ものであってもよい。
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　このような全視野領域分の元画像についての表示出力結果を目視することで、店員Ｐ２
は、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１に視認させるべきシミュレーション画像の元画像に関する
全体像を把握することが可能となる。なお、このときの全視野領域分の元画像の表示出力
態様（表示出力される画面上の所定部分の位置等を含む）の詳細については後述する（例
えば図５参照）。
【００５０】
　ここで、タブレット端末１は、店員Ｐ２がタッチパネル部１２の操作部１２ｂで行う操
作によって、全視野領域分の元画像のうちのいずれかの部分視野領域が選択指定されたか
否かを判断する（Ｓ２０７）。具体的には、例えば、情報出力部１２ａが表示出力してい
る全視野領域分の元画像上において、その全視野領域を構成するいずれかの部分視野領域
が店員Ｐ２によってタッチ操作されたか否かによって、領域指定操作の有無を判断する。
【００５１】
　タッチパネル部１２の操作部１２ｂでの領域指定操作があれば、タブレット端末１では
、選択指定された部分視野領域（すなわち小視野分）のシミュレーション画像についての
画像データと、その部分視野領域についての解説情報３６ａとを、サーバ装置３に対して
送信要求し、これに応じて送信されてくると通信Ｉ／Ｆ部１１で受信する。そして、タブ
レット端末１では、タッチパネル部１２の情報出力部１２ａが、全視野領域分の元画像と
は別に、選択指定された部分視野領域（すなわち小視野分）のシミュレーション画像で等
高線画像が重畳されたもの（以下「小視野分のシミュレーション画像」という。）を、そ
の表示画面上の所定部分を利用して、元画像の表示よりも拡大して表示出力する（Ｓ２０
８）。さらに、タブレット端末１では、タッチパネル部１２の情報出力部１２ａが、全視
野領域分の元画像および小視野分のシミュレーション画像とは別に、選択指定された部分
視野領域（すなわち小視野分）に関する解説情報３６ａを、その表示画面上の所定部分を
利用して表示出力する（Ｓ２０９）。なお、このときの小視野分のシミュレーション画像
および解説情報３６ａの表示出力態様（表示出力される画面上の所定部分の位置等を含む
）の詳細については後述する（例えば図５参照）。
【００５２】
　また、タッチパネル部１２の操作部１２ｂでの領域指定操作があると、タブレット端末
１は、上述したタッチパネル部１２での表示出力等とは別に、小視野分のシミュレーショ
ン画像についての画像データを、通信Ｉ／Ｆ部１１からＨＭＤ２へ送信する。
【００５３】
　ＨＭＤ２では、タブレット端末１から小視野分のシミュレーション画像についての画像
データが送信されてくると、これを通信Ｉ／Ｆ部２１で受信する。そして、ＨＭＤ２の表
示画面部２２は、送られてきた小視野分のシミュレーション画像の表示出力を行う（Ｓ２
１０）。この画像表示出力は、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１の左右眼のそれぞれに対して個
別に行うものとする。したがって、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１に対して、いわゆる３Ｄ表
示を行うことも可能である。このような表示出力結果を視認することで、眼鏡レンズ装用
予定者Ｐ１は、レンズ装用状態の疑似体験をすることになる。
　このときの表示画面部２２による画像表示出力は、全視野領域分についてのものではな
く、小視野分のシミュレーション画像についてのものである。したがって、眼鏡レンズを
通した全視野領域が例えば水平方向約９０°、垂直方向約７０°であるのに対して、表示
画面部２２が対角方向約５０°程度の視野角に対応したものであっても、その表示画面部
２２は、シミュレーション画像の縮小等を要することなく、その画像表示出力を行うこと
ができる。
【００５４】
　このように、眼鏡店Ｓの側においては、ＨＭＤ２が小視野分のシミュレーション画像を
眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１に視認させてレンズ装用状態の疑似体験をさせているとともに
、タブレット端末１ではＨＭＤ２が表示出力している小視野分（部分視野領域）に対応す
る解説情報３６ａが店員Ｐ２に対して表示出力されている。そのため、店員Ｐ２は、その
小視野分（部分視野領域）のレンズ視覚特性を完璧に記憶していなくても、解説情報３６
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ａの表示出力結果を参照すれば、そのレンズ視覚特性の特徴を的確に認識することができ
る。しかも、店員Ｐ２が解説情報３６ａの表示出力結果を読み上げて、眼鏡レンズ装用予
定者Ｐ１に対して通知すれば、そのレンズ視覚特性の特徴を眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１に
も十分に把握させることが可能となる。つまり、タブレット端末１における解説情報３６
ａの表示出力結果を利用することで、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１が選定した眼鏡レンズが
どのようなレンズ視覚特性の特徴を備えているかについて、店員Ｐ２の記憶に基づく曖昧
な情報ではなく、解説情報３６ａに基づく正確な情報として、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１
に適切かつ十分に把握させ得るようになるのである。
【００５５】
　その後、タブレット端末１は、全視野領域分の元画像のうちの別の部分視野領域が選択
指定されたか否か、すなわち選択指定された部分視野領域の切替操作がされたか否かを判
断する（Ｓ２１１）。具体的には、例えば、情報出力部１２ａが表示出力している全視野
領域分の元画像上において、ＨＭＤ２で表示出力中の小視野分（部分視野領域）とは異な
る部分視野領域につき、店員Ｐ２によるタッチパネル部１２の操作部１２ｂでのタッチ操
作がされたか否かによって、領域切替操作の有無を判断する。
【００５６】
　タッチパネル部１２の操作部１２ｂでの領域切替操作があれば、タブレット端末１では
、その切替操作によって新たに選択指定された部分視野領域（すなわち小視野分）につい
て、再びタブレット端末１およびＨＭＤ２における上述した一連の手順を繰り返す（Ｓ２
０８～Ｓ２１１）。
【００５７】
　そして、タッチパネル部１２の操作部１２ｂでの領域指定操作または領域切替操作がな
ければ、サーバ装置３、タブレット端末１およびＨＭＤ２は、上述した一連のシミュレー
ション画像の生成および表示出力の処理を終了し、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１にレンズ装
用状態の疑似体験の結果を判断させる（図３のＳ１０４参照）。
【００５８】
（眼鏡店での商品説明補助方法）
　以上のような手順のシミュレーション処理を行うことで、眼鏡店Ｓでは、店員Ｐ２によ
る眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１への眼鏡レンズについての説明を、シミュレーションシステ
ムが補助することになる。すなわち、眼鏡店Ｓでは、ＨＭＤ２を利用しつつ眼鏡レンズ装
用予定者Ｐ１に対して各部分視野領域別に選択的にシミュレーション画像を視認させる画
像表示ステップと、タブレット端末１を利用しつつＨＭＤ２で表示出力している部分視野
領域に対応する解説情報３６ａを出力する情報出力ステップと、ＨＭＤ２で表示する部分
視野領域の選択を切り替えるとともにこれに対応してタブレット端末１で出力する解説情
報３６ａの切り替えを行う選択切替ステップと、を順に経ることで、シミュレーションシ
ステムが眼鏡店Ｓの店員Ｐ２による説明を補助するのである。
【００５９】
（タブレット端末での表示出力内容の具体例）
　ここで、上述した手順のシミュレーション処理においてタブレット端末１のタッチパネ
ル部１２が表示出力を行う内容について、具体例を挙げて詳しく説明する。
　図５は、本実施形態におけるタブレット端末での表示出力内容の具体例を示す概念図で
ある。
【００６０】
　タッチパネル部１２の表示画面上には、例えば画面上方かつ左方の一部領域に、全視野
領域分の元画像１３ａが表示出力される。この元画像１３ａは、９つの領域に区分けされ
た各部分視野領域をその区分け前の状態を再現するように３行×３列に並べた態様で表示
出力されている場合の例を示している。
【００６１】
　また、タッチパネル部１２の表示画面上には、例えば全視野領域分の元画像１３ａの表
示領域の下方側（すなわち画面下方かつ左方）の一部領域に、その全視野領域分の元画像
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１３ａにて選択指定された部分視野領域について、小視野分のシミュレーション画像１３
ｂとして拡大された状態で表示出力される。ここで表示出力される小視野分のシミュレー
ション画像１３ｂは、店員Ｐ２によって選択指定されたものであり、ＨＭＤ２の表示画面
部２２において表示出力されるものである。したがって、店員Ｐ２は、表示出力されてい
る小視野分のシミュレーション画像１３ｂを参照することで、ＨＭＤ２の表示画面部２２
がどの部分視野領域についての表示出力を行っているかを適切かつ容易に把握することが
できる。また、小視野分のシミュレーション画像１３ｂには明瞭指数の等高線画像が重畳
されているので、これによりレンズ視覚特性の特徴についても容易かつ明瞭に把握し得る
ようになる。
【００６２】
　さらに、タッチパネル部１２の表示画面上には、例えば画面右方の一部領域に、全視野
領域分の元画像１３ａにて選択指定された部分視野領域に対応する解説情報についての文
字画像１３ｃが表示出力される。ここで表示出力される解説情報についての文字画像１３
ｃは、小視野分のシミュレーション画像１３ｂとして表示出力されている部分視野領域に
ついて、そのレンズ視覚特性の特徴を解説する文字を表す画像からなる。具体的には、例
えば「○○部分は××の特徴を有する。」や「△△部分は□□の適用範囲が広い。」等の
文字が解説情報についての文字画像１３ｃとして表示出力される。したがって、店員Ｐ２
は、表示出力されている解説情報についての文字画像１３ｃを参照することで、ＨＭＤ２
の表示画面部２２が表示出力している部分視野領域について、どのようなレンズ視覚特性
の特徴を有しているかを的確に認識することができる。
【００６３】
　これらの表示出力内容のうち、小視野分のシミュレーション画像１３ｂおよびこれに対
応する解説情報についての文字画像１３ｃは、全視野領域分の元画像１３ａを利用したタ
ッチ操作に応じて切り替わる。例えば、全視野領域分の元画像１３ａにおける一つの部分
視野領域がタッチ操作されると、これに対応する小視野分のシミュレーション画像１３ｂ
および解説情報についての文字画像１３ｃを表示出力するが、その後に他の一つの部分視
野領域がタッチ操作されると、これに対応する小視野分のシミュレーション画像１３ｂお
よび解説情報についての文字画像１３ｃに表示出力内容が切り替わることになる。つまり
、小視野分のシミュレーション画像１３ｂおよび解説情報についての文字画像１３ｃは、
各部分視野領域別に選択的に表示出力されるのである。
【００６４】
　また、このような表示出力内容は、眼鏡レンズの設計タイプ別によっても異なる。すな
わち、レンズ設計データ生成部３３が適用したレンズ設計基準の種類が異なれば、そのレ
ンズ設計データ生成部３３が生成したレンズ設計データに基づいて行う画像処理部３５ａ
でのシミュレーション画像の生成結果も異なったものとなる。そのため、タッチパネル部
１２の表示画面上には、眼鏡レンズの設計タイプ別に、異なる全視野領域分の元画像１３
ａ、並びに、これに対応する小視野分のシミュレーション画像１３ｂおよび解説情報につ
いての文字画像１３ｃが表示出力されることになる。このことは、タッチパネル部１２の
表示画面が、眼鏡レンズの設計タイプ別に表示切替を行うことが可能であることを意味す
る。
【００６５】
　なお、ここで例に挙げた表示画面上の出力レイアウトは、単なる一具体例に過ぎない。
つまり、タッチパネル部１２の表示画面上における出力レイアウトは、予め適宜設定され
ているものであれば、特に限定されるものではない。
【００６６】
（ＨＭＤでの表示出力内容の具体例）
　続いて、上述した手順のシミュレーション処理においてＨＭＤ２の表示画面部２２が表
示出力を行う内容について、具体例を挙げて詳しく説明する。
【００６７】
　図６は、シミュレーション画像生成の基になる元画像の具体例を示す説明図である。
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　図例の元画像は、眼鏡レンズの全視野領域を９つの部分視野領域（小視野）に区分けし
たものである。この区分けにより、眼鏡レンズが累進屈折力レンズである場合の遠方視領
域の右側部分、中央部分、左側部分、近方視領域の右側部分、中央部分、左側部分、中間
視領域の右側部分、中央部分、左側部分は、それぞれが別の部分視野領域に属することに
なる。これらの各部分視野領域は、隣接する部分視野領域同士で重複する画像部分を有し
ている。なお、近方視領域の中央部分についての元画像は、文字が記載された紙を眼鏡レ
ンズ装用予定者Ｐ１が持ち上げて読むことを想定したものである。
【００６８】
　図７は、元画像に画像処理を行って得られたシミュレーション画像の具体例を示す説明
図である。
　図例のシミュレーション画像は、図６に示した部分視野領域別の元画像のそれぞれに対
して、画像処理を行って得られたものである。画像処理では、例えば、右眼について、球
面度数Ｓ２．００、乱視度数Ｃ－１．００、乱視軸Ａｘ１８０、加入度Ａｄｄ２．５０、
累進帯長１４ｍｍ、瞳孔間距離ＰＤ＝３２＋３２ｍｍの累進屈折力レンズのレンズ視覚特
性を反映させている。
【００６９】
　図８は、眼鏡レンズの明瞭指数の等高線を表す画像の具体例を示す説明図である。
　図例の等高線画像は、図６に示した部分視野領域別の元画像の区分けに対応したもので
あり、眼鏡レンズの明瞭指数別に表示明度を相違させた画像である。同一表示明度の領域
部分とこれに隣接する他の表示明度の領域部分との境界部分が明瞭指数の等高線に相当す
る。なお、眼鏡レンズは、図７の場合と同様、例えば、右眼について、球面度数Ｓ２．０
０、乱視度数Ｃ－１．００、乱視軸Ａｘ１８０、加入度Ａｄｄ２．５０、累進帯長１４ｍ
ｍ、瞳孔間距離ＰＤ＝３２＋３２ｍｍの累進屈折力レンズを想定している。
【００７０】
　図９は、明瞭指数の等高線画像が重畳された部分視野領域別のシミュレーション画像の
具体例を示す説明図である。
　図例の画像は、図７のシミュレーション画像に図８の等高線画像を重畳したものである
。また、明瞭指数の値によって画像の輝度を調整している。ＨＭＤ２の表示画面部２２で
は、このような等高線画像が重畳されたシミュレーション画像が、各部分視野領域別に選
択的に表示出力されることになる。
【００７１】
＜４．本実施形態の効果＞
　本実施形態によれば、以下のような効果が得られる。
【００７２】
　本実施形態では、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１にレンズ装用状態を疑似体験させるにあた
り、ＨＭＤ２の表示画面部２２が表示出力する小視野分（部分視野領域）に対応する解説
情報３６ａを、タブレット端末１の情報出力部１２ａが店員Ｐ２に対して表示出力する。
つまり、レンズ視覚特性の特徴に関する解説情報３６ａを設計タイプ別および各部分視野
領域別に予め用意しておき、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１に対するシミュレーション画像の
表示に合わせてその表示内容に対応する解説情報３６ａの出力を行うのである。そのため
、店員Ｐ２は、その小視野分（部分視野領域）のレンズ視覚特性を完璧に記憶していなく
ても、解説情報３６ａの表示出力結果を参照すれば、そのレンズ視覚特性の特徴を的確に
認識することができる。しかも、店員Ｐ２が解説情報３６ａの表示出力結果を読み上げて
、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１に対して通知すれば、そのレンズ視覚特性の特徴を眼鏡レン
ズ装用予定者Ｐ１にも十分に把握させることが可能となる。
　したがって、本実施形態によれば、例えば個別設計の自由曲面を有した累進屈折力レン
ズのように、眼鏡レンズ毎のレンズ視覚特性の特徴が設計タイプ等によって数百種類にも
及ぶ場合であっても、店員Ｐ２のスキル等に因らずにレンズ視覚特性の特徴の違いを眼鏡
レンズ装用予定者Ｐ１に十分に把握させた上で、その眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１に疑似体
験の結果に対する適否を判断させることができるので、その眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１に
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満足感を与えることが可能となる。
【００７３】
　しかも、本実施形態では、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１にレンズ装用状態を疑似体験させ
るにあたり、ＨＭＤ２の表示画面部２２がシミュレーション画像を小視野分（部分視野領
域）別に選択的に表示して、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１に視認させる。つまり、シミュレ
ーション画像の表示を、眼鏡レンズの全視野領域について一括して行うのではなく、当該
全視野領域を構成する複数の部分視野領域別に選択的に行うので、眼鏡レンズを通した全
視野領域が例えば水平方向約９０°、垂直方向約７０°であるのに対して、表示画面部２
２が対角方向約５０°程度の視野角に対応したものであっても、シミュレーション画像の
縮小等を要することなく、その画像表示出力を行うことができる。さらには、シミュレー
ション画像の表示を小視野分（部分視野領域）毎に行う場合であっても、その選択領域の
切り替えを行うことで、眼鏡レンズの全視野分を眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１に明瞭に視認
させることも可能となる。
　したがって、本実施形態によれば、表示画面部２２で眼鏡レンズの全視野領域を一括し
て再現可能である必要はなく、小型軽量で安価なＨＭＤ２を用いて眼鏡レンズ装用予定者
Ｐ１にレンズ装用状態の疑似体験をさせることができ、しかもその場合であっても表示領
域切替によって全視野領域分を眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１に明瞭に視認させることもでき
るので、シミュレーション装置５を導入する際に眼鏡店Ｓの側が感じてしまうであろう不
満を解消することが可能となる。
【００７４】
　また、本実施形態では、店員Ｐ２による眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１への眼鏡レンズにつ
いての商品説明を、シミュレーションシステムが補助する。つまり、タブレット端末１に
おける解説情報３６ａの表示出力結果を利用することで、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１が選
定した眼鏡レンズがどのようなレンズ視覚特性の特徴を備えているかについて、店員Ｐ２
の記憶に基づく曖昧な情報ではなく、解説情報３６ａに基づく正確な情報として、眼鏡レ
ンズ装用予定者Ｐ１に適切かつ十分に把握させ得るようになる。
　したがって、本実施形態によれば、店員Ｐ２には高いスキル等を要求せず、眼鏡レンズ
装用予定者Ｐ１に対しては眼鏡レンズのレンズ視覚特性の特徴を十分に把握させ得るよう
になる。つまり、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１にレンズ装用状態を疑似体験させるにあたり
、その眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１や眼鏡店Ｓの側等が感じるであろう不満を解消して、そ
れぞれに対して満足感を与え得るようになる。
【００７５】
　また、本実施形態では、シミュレーション画像の表示出力にあたり、眼鏡レンズの明瞭
指数の等高線が重畳されたものを表示出力する。そのため、等高線画像の重畳が無い場合
に比べると、レンズ視覚特性の特徴の把握が容易化する。このことは、特に、ＨＭＤ２の
表示画面部２２における解像度が十分でない場合に有効である。なぜならば、表示画面部
２２の解像度が十分でない場合には、シミュレーション画像に反映させたボケ・ゆがみ等
を必ずしも完全に再現できないおそれもあるが、等高線画像が重畳されていれば、その完
全に再現できない部分を等高線によって補足できるからである。表示画面部２２が低解像
度のものでよければ、小型軽量で安価なＨＭＤ２を用いて眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１にレ
ンズ装用状態の疑似体験をさせ得るようにもなる。さらには、等高線画像が重畳されてい
れば、その重畳された等高線画像の違いによって、各眼鏡レンズ間におけるレンズ視覚特
性の微妙な違いを顕在化することも可能になる。
【００７６】
　また、本実施形態では、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１に対するシミュレーション画像の表
示を、その眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１の頭部に装着されるＨＭＤ２を用いて行うとともに
、そのＨＭＤ２の表示画面部２２が眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１の左右眼のそれぞれに対し
て個別に行う。そのため、本実施形態によれば、左右眼で異なる処方等の眼鏡レンズが装
用され得るという、眼鏡レンズならではの特性にも好適に対応しつつ、眼鏡レンズ装用予
定者Ｐ１にレンズ装用状態を疑似体験させることが可能となる。しかも、シミュレーショ
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ン画像の表示にあたり、いわゆる３Ｄ表示にも容易に対応することが可能なので、眼鏡レ
ンズ装用予定者Ｐ１に対して臨場感に溢れる画像表示を行うことができ、眼鏡レンズ装用
予定者Ｐ１の疑似体験の結果に対する可否判断を容易化させ得るようにもなる。また、眼
鏡店Ｓの側にとっては、大掛かりな構成のディスプレイ装置を要することなく、小型軽量
なＨＭＤ２を用いて眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１にレンズ装用状態を疑似体験させることが
できるので、店舗スペースの有効活用等を図る上で好ましいものとなる。
【００７７】
　また、本実施形態では、解説情報３６ａの表示出力等を、店員Ｐ２が使用するタブレッ
ト端末１で行う。つまり、タブレット端末１には、解説情報３６ａの表示出力等を行う情
報出力部１２ａが設けられている。そのため、本実施形態によれば、携帯性に優れたタブ
レット端末１を手に持ちながら、店員Ｐ２が眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１に対する眼鏡レン
ズの商品説明を行うことができるので、その店員Ｐ２にとっては非常に使い勝手の良いも
のとなる。また、解説情報３６ａの表示出力等については、タブレット端末１が一般的に
備えている情報出力機能等を利用するため、タブレット端末１として汎用品を用いて構成
することが可能となり、シミュレーション装置５のコスト低減にも貢献し得るようになる
。
【００７８】
　また、本実施形態では、ＨＭＤ２に表示させる小視野分（部分視野領域）についての選
択操作（領域指定操作および領域切替操作の両方を含む。）を、店員Ｐ２がタブレット端
末１で行う。つまり、タブレット端末１には、店員Ｐ２が選択操作を行うための操作部１
２ｂが設けられている。そのため、本実施形態によれば、どの小視野分（部分視野領域）
についてＨＭＤ２が表示出力を行っているかを、タブレット端末１を使用する店員Ｐ２が
適切かつ容易に把握することができ、その店員Ｐ２にとっては眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１
に対する眼鏡レンズの商品説明を行い易いものとなる。
【００７９】
　また、本実施形態では、眼鏡店Ｓの側で使用されるタブレット端末１が通信回線網４を
介してサーバ装置３との通信を行い、そのサーバ装置３からシミュレーション画像および
解説情報３６ａを取得する。つまり、タブレット端末１にはシミュレーション画像および
解説情報３６ａを取得するための通信Ｉ／Ｆ部１１が設けられており、サーバ装置３には
シミュレーション画像を生成する画像生成部３５および予め解説情報３６ａを記憶保持し
ておく解説情報記憶部３６が設けられている。そのため、本実施形態によれば、シミュレ
ーションシステム内において、処理負荷の大きいシミュレーション画像生成と、多くの記
憶容量を要する解説情報３６ａの記憶保持とを、処理能力が高いサーバ装置３の側で集中
的に行うことになるので、システム内の各資源の効率的な運用が実現可能となる。また、
眼鏡店Ｓの側で使用されるシミュレーション装置５を構成するタブレット端末１およびＨ
ＭＤ２は、シミュレーション画像生成等を行うほどの高い処理能力を必要としないので、
シミュレーションシステムを構築する上でのコスト低減にも貢献し得るようになる。この
ことは、特にサーバ装置３に対して複数のタブレット端末１およびＨＭＤ２（すなわち複
数の眼鏡店Ｓ）が接続されている場合に有効である。
【００８０】
　また、本実施形態では、タブレット端末１が眼鏡レンズのパラメータ情報を入力する情
報入力部１２ｃを備えており、サーバ装置３がそのパラメータ情報に基づいて適用すべき
レンズ設計基準の種類を特定しつつ眼鏡レンズのレンズ設計データを生成するレンズ設計
データ生成部３３を備えている。そのため、本実施形態によれば、サーバ装置３の側にお
いて、レンズ設計データの生成からシミュレーション画像の生成までを一連の処理として
行うことが可能となる。つまり、サーバ装置３の側では、処理実行の効率化が図れる。一
方、眼鏡店Ｓの側からみても、パラメータ情報の入力等を行えば、サーバ装置３からシミ
ュレーション画像等が送られてくることになるので、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１および眼
鏡店Ｓの店員Ｐ２のそれぞれにとって利便性の高いものとなる。
【００８１】
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［Ｂ．第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態を説明する。
　ここでは、上述した第1実施形態との相違点について説明する。
　ここで説明する第２実施形態では、表示出力するシミュレーション画像の内容が、上述
した第1実施形態の場合とは相違する。
【００８２】
（シミュレーション処理の概要）
　図１０は、第２実施形態におけるシミュレーション処理の概要を示すフローチャートで
ある。
　第２実施形態では、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１が装用を予定する眼鏡レンズの処方情報
や当該眼鏡レンズを保持する眼鏡フレームの形状情報等を含むパラメータ情報がタブレッ
ト端末１の情報入力部１２ｃで入力されると（Ｓ３０１）、そのパラメータ情報が通信回
線網４を介してサーバ装置３へ送信される。サーバ装置３では、パラメータ情報が送信さ
れてくると、通信Ｉ／Ｆ部３１で受信して取得情報認識部３２で認識する。そして、取得
情報認識部３２は、パラメータ情報に含まれる眼鏡フレームの形状情報に基づいて、その
眼鏡フレームの枠形状を特定するフレーム形状データを取得する（Ｓ３０２）。また、レ
ンズ設計データ生成部３３は、取得情報認識部３２での処方情報等の認識結果に基づいて
、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１が装用予定の眼鏡レンズ（すなわち決定した処方等に応じた
眼鏡レンズ）のレンズ設計データを生成する（Ｓ３０３）。
【００８３】
　レンズ設計データ生成部３３がレンズ設計データを生成すると、サーバ装置３では、そ
のレンズ設計データによって特定されるレンズ視覚特性を反映させたシミュレーション画
像の生成を、画像生成部３５が行う（Ｓ３０４）。さらに、画像生成部３５は、取得情報
認識部３２が取得したフレーム形状データに基づいて眼鏡フレームのフレーム枠画像を生
成し、これをシミュレーション画像に反映させる（Ｓ３０５）。具体的には、シミュレー
ション画像上に眼鏡フレームのフレーム枠画像を重ね合わせることで、当該シミュレーシ
ョン画像への反映を行う。そして、サーバ装置３は、フレーム枠画像を反映させたシミュ
レーション画像についての画像データを、通信Ｉ／Ｆ部３１から通信回線網４を介して眼
鏡店Ｓの側へ送信する。
　それ以降の処理（Ｓ３０６～Ｓ３０８）は、第１実施形態の場合と同様である（図３参
照）。
【００８４】
（シミュレーション処理の詳細）
　続いて、上述した手順のシミュレーション処理のうち、シミュレーション画像の生成か
ら表示出力までの手順について、さらに詳しく説明する。
　図１１は、第２実施形態におけるシミュレーション処理の特徴的な手順の詳細を示すフ
ローチャートである。
【００８５】
　シミュレーション画像の生成にあたり（図１０のＳ３０４、Ｓ３０５参照）、サーバ装
置３の画像生成部３５は、レンズ設計データ生成部３３が生成したレンズ設計データと、
そのデータ生成の際にレンズ設計データ生成部３３が適用したレンズ設計基準の種類につ
いての識別情報とを、レンズ設計データ生成部３３から取得する（Ｓ４０１）。また、画
像生成部３５は、シミュレーション画像の生成に必要となる原画像データ３４ａを、原画
像記憶部３４から取得する（Ｓ４０２）。さらに、画像生成部３５は、眼鏡レンズを保持
する眼鏡フレームについてのフレーム形状データを、取得情報認識部３２から取得する（
Ｓ４０３）。
【００８６】
　これらの各種データや情報等の取得後、画像生成部３５では、画像処理部３５ａがシミ
ュレーション画像の生成を行う。すなわち、画像処理部３５ａは、取得したレンズ設計デ
ータに応じたボケ・ゆがみ等を加える画像処理を、同じく取得した原画像データ３４ａに
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対して行って、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１が装用を予定する眼鏡レンズのレンズ視覚特性
を反映させたシミュレーション画像を生成する（Ｓ４０４）。これにより、サーバ装置３
からは、眼鏡レンズの全視野領域について一括ではなく、当該全視野領域を複数の小視野
に区分けした各部分視野領域別（すなわち小視野別）に、シミュレーション画像の出力を
行い得る状態となる。
【００８７】
　また、このとき、画像生成部３５では、画像重畳部３５ｂが眼鏡レンズの明瞭指数の等
高線画像を生成し、その等高線画像をシミュレーション画像に重畳する（Ｓ４０５）。こ
れにより、サーバ装置３からは、各部分視野領域別のシミュレーション画像に、当該部分
視野領域における明瞭指数の等高線画像を重畳した状態で、その出力を行い得る状態とな
る。
【００８８】
　さらに、このとき、画像生成部３５では、取得情報認識部３２が取得したフレーム形状
データに基づいて、眼鏡フレームのフレーム枠画像を生成する。そして、生成したフレー
ム枠画像のシミュレーション画像への反映処理を行う（Ｓ４０６）。反映処理は、例えば
以下に述べるようにして行うことが考えられる。先ず、画像生成部３５は、フレーム形状
データを基に、眼鏡フレームのフレーム枠の形状を特定する。さらに、画像生成部３５は
、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１が装用を予定する眼鏡レンズについて規定された角膜頂点間
距離（装用距離）を用いて、眼鏡フレームのフレーム枠がシミュレーション画像上のどの
位置に配されることになるかを特定する。そして、画像生成部３５は、これらの特定結果
を用いつつ、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１から見えるであろう眼鏡フレームのフレーム枠画
像を生成するとともに、そのフレーム枠画像を各部分視野領域別のシミュレーション画像
上に重ね合わせることで、当該シミュレーション画像への反映を行う。これにより、サー
バ装置３からは、各部分視野領域別のシミュレーション画像に、当該部分視野領域におい
て見えるであろう眼鏡フレームのフレーム枠画像を反映させた状態（すなわち重ね合わせ
た状態）で、その出力を行い得る状態となる。
【００８９】
　その後、サーバ装置３は、各部分視野領域についての解説情報３６ａを、制御部３７が
解説情報記憶部３６から読み出す（Ｓ４０７）。そして、制御部３７は、必要に応じて（
例えばタブレット端末１からの要求に応じて）、画像生成部３５が生成した各部分視野領
域別のシミュレーション画像で等高線画像が重畳されフレーム枠画像が反映されたものに
ついての画像データと、解説情報記憶部３６から読み出した解説情報３６ａとを、通信Ｉ
／Ｆ部３１から通信回線網４を介してタブレット端末１へ送信する。
　それ以降の処理（Ｓ４０８～Ｓ４１３）は、第１実施形態の場合と同様である（図４参
照）。
【００９０】
（ＨＭＤでの表示出力内容の具体例）
　続いて、上述した手順のシミュレーション処理においてＨＭＤ２の表示画面部２２が表
示出力を行う内容について、具体例を挙げて詳しく説明する。
　なお、以下に説明する具体例において、シミュレーション画像生成の基になる元画像は
、第１実施形態の場合と同様であるものとする（図６参照）。
【００９１】
　図１２は、元画像に画像処理を行って得られたシミュレーション画像にフレーム枠画像
を反映させた具体例を示す説明図である。
　図例のシミュレーション画像は、図６に示した部分視野領域別の元画像のそれぞれに対
して、画像処理を行って得られたものである。画像処理では、例えば、右眼について、球
面度数Ｓ２．００、乱視度数Ｃ－１．００、乱視軸Ａｘ１８０、加入度Ａｄｄ２．５０、
累進帯長１４ｍｍ、瞳孔間距離ＰＤ＝３２＋３２ｍｍの累進屈折力レンズのレンズ視覚特
性を反映させている。
　さらに、図例のシミュレーション画像は、各部分視野領域別に、眼鏡フレームの枠に相
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当するフレーム枠画像５０が反映されている。つまり、シミュレーション画像には、フレ
ーム枠画像５０が重ね合わせられている。このような表示出力内容によれば、これを見た
眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１は、眼鏡フレームを装用した状態（すなわちフレーム枠が視界
に入る状態）での眼鏡レンズのレンズ視覚特性（フレーム枠の内側における視覚特性）を
、容易かつ的確に把握し得るようになる。
【００９２】
　図１３は、眼鏡レンズの明瞭指数の等高線を表す画像にフレーム枠画像を反映させた具
体例を示す説明図である。
　図例の等高線画像は、図６に示した部分視野領域別の元画像の区分けに対応したもので
あり、眼鏡レンズの明瞭指数別に表示明度を相違させた画像である。同一表示明度の領域
部分とこれに隣接する他の表示明度の領域部分との境界部分が明瞭指数の等高線に相当す
る。なお、眼鏡レンズは、図１２の場合と同様、例えば、右眼について、球面度数Ｓ２．
００、乱視度数Ｃ－１．００、乱視軸Ａｘ１８０、加入度Ａｄｄ２．５０、累進帯長１４
ｍｍ、瞳孔間距離ＰＤ＝３２＋３２ｍｍの累進屈折力レンズを想定している。
　さらに、図例の等高線画像には、各部分視野領域別に、眼鏡フレームの枠に相当するフ
レーム枠画像５０が反映されている。第２実施形態においては、例えば元画像に画像処理
を行って得られたシミュレーション画像を構成する画素成分を除去することで、等高線画
像にフレーム枠画像５０を反映させた画像を作成することも実現可能である。このような
画像による表示出力内容によれば、これを見た眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１は、眼鏡フレー
ムの枠位置に対する眼鏡レンズの明瞭指数の分布を容易かつ的確に把握し得るようになる
。
【００９３】
　図１４は、明瞭指数の等高線画像が重畳された部分視野領域別のシミュレーション画像
にフレーム枠画像を反映させた具体例を示す説明図である。
　図例の画像は、図１２のシミュレーション画像に図１３の等高線画像を重畳したもので
あり、さらには眼鏡フレームの枠に相当するフレーム枠画像５０を反映させたものである
。また、図例の画像は、明瞭指数の値によって画像の輝度を調整している。ＨＭＤ２の表
示画面部２２には、このような等高線画像が重畳されフレーム枠画像５０が反映されたシ
ミュレーション画像が、各部分視野領域別に選択的に表示出力されることになる。
　このような表示出力内容によれば、これを見た眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１は、眼鏡フレ
ームを装用した状態での眼鏡レンズのレンズ視覚特性を容易かつ的確に把握し得るととも
に、眼鏡フレームの枠位置に対する眼鏡レンズの明瞭指数の分布を容易かつ的確に把握し
得るようになる。
【００９４】
（本実施形態の効果）
　第２実施形態によれば、上述した第１実施形態の場合に得られた効果に加えて、以下の
ような効果が得られる。
【００９５】
　第２実施形態では、サーバ装置３の画像生成部３５が眼鏡フレームのフレーム枠画像５
０のシミュレーション画像への反映処理を行い、そのフレーム枠画像５０が反映されたシ
ミュレーション画像をＨＭＤ２の表示画面部２２が表示する。したがって、眼鏡レンズ装
用予定者Ｐ１にとっては、眼鏡フレームを装用した状態を再現しつつ眼鏡レンズのレンズ
視覚特性を把握することができ、フレーム枠画像５０を反映させない場合に比べてレンズ
装用状態の疑似体験をより一層適切に行い得るので、非常に利便性の高いものとなる。こ
のことは、特にシミュレーション画像を小視野分（部分視野領域）別に選択的に表示する
場合に非常に有効である。なぜならば、全視野領域の周縁側に位置する部分視野領域につ
いては眼鏡フレームの枠部分が視界に入る可能性が高いが、そのような部分視野領域のシ
ミュレーション画像を表示する場合であっても、フレーム枠画像５０を反映させることで
、その状態を適切に再現してレンズ装用状態の疑似体験の適切化が図れるからである。
【００９６】
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［Ｃ．変形例等］
　以上に本発明の第１実施形態および第２実施形態を説明したが、上記の開示内容は、本
発明の例示的な実施形態を示すものである。すなわち、本発明の技術的範囲は、上記の例
示的な実施形態に限定されるものではない。
【００９７】
　例えば、各実施形態では、シミュレーション画像を表示するディスプレイ装置がＨＭＤ
２である場合を例に挙げて説明したが、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１にシミュレーション画
像を視認させ得るものであれば、ＨＭＤ２以外のディスプレイ装置（例えば据置型のディ
スプレイ装置）を用いてシミュレーション画像を表示しても構わない。
【００９８】
　また、各実施形態では、解説情報３６ａの出力等を行う端末装置がタブレット端末１で
ある場合を例に挙げて説明したが、店員Ｐ２に対して情報入出力を行い得るものであれば
、タブレット端末１以外の端末装置（例えば、ノート型またはデスクトップ型のパーソナ
ルコンピュータ）を用いて解説情報３６ａの出力等を行っても構わない。
【００９９】
　さらに、各実施形態では、タブレット端末１において文字情報である解説情報３６ａを
店員Ｐ２に対して表示出力し、その店員Ｐ２が解説情報３６ａの表示出力結果を読み上げ
ることで、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１への通知を行う場合を例に挙げて説明したが、解説
情報３６ａの出力は、店員Ｐ２または眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１に把握させることが可能
であれば、どのような態様で行っても構わない。例えば、解説情報３６ａを出力する端末
装置が音声出力機能を有している場合であれば、その解説情報３６ａを音声出力すること
によって、店員Ｐ２または眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１に把握させるようにすることも考え
られる。
【０１００】
　また、各実施形態では、ＨＭＤ２に表示させる小視野分（部分視野領域）についての選
択操作を店員Ｐ２がタブレット端末１で行う場合を例に挙げて説明したが、ＨＭＤ２での
表示内容の選択切り替えについては、必ずしもタブレット端末１での操作を要するもので
はない。つまり、タブレット端末１での操作を要さずとも、例えば予め設定された順に従
いつつ所定時間毎に各部分視野領域についての表示を自動的に切り替えるようにすること
が考えられる。
【０１０１】
　また、各実施形態では、タブレット端末１がサーバ装置３からシミュレーション画像に
ついての画像データを受け取り、これをＨＭＤ２に送ることでＨＭＤ２での表示出力を行
わせる場合を説明したが、ＨＭＤ２がサーバ装置３と直接的に画像データのやり取りをす
るようにしても構わない。つまり、シミュレーション装置５を構成するタブレット端末１
またはＨＭＤ２の少なくとも一方が、通信回線網４上のサーバ装置３との通信を行うよう
に構成されていればよい。
【０１０２】
　また、各実施形態では、通信回線網４上に存在するサーバ装置３にシミュレーション画
像を生成する画像生成部３５および予め解説情報３６ａを記憶保持しておく解説情報記憶
部３６が設けられており、そのサーバ装置３から通信回線網４を介して眼鏡店Ｓの側にシ
ミュレーション画像および解説情報３６ａが送られてくる場合を例に挙げて説明したが、
シミュレーション画像および解説情報３６ａは、眼鏡店Ｓの側で使用されるシミュレーシ
ョン装置５が予め保持していてもよい。すなわち、シミュレーション装置５を構成するタ
ブレット端末１またはＨＭＤ２の少なくとも一方が、部分視野領域別のシミュレーション
画像および解説情報３６ａを記憶する情報記憶部を備えており、その情報記憶部から必要
に応じてシミュレーション画像および解説情報３６ａを取り出して出力するように構成す
ることも考えられる。
【０１０３】
　また、各実施形態では、サーバ装置３がレンズ設計データ生成部３３を備えており、レ
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を例に挙げて説明したが、レンズ設計データの生成とシミュレーション画像の生成とを全
く別装置で行うようにすることも可能である。
【０１０４】
　また、各実施形態では、シミュレーション画像の生成および表示出力にあたり、眼鏡レ
ンズの全視野領域を９つの部分視野領域（小視野）に区分けする場合を例に挙げて説明し
たが、小視野への区分けの数や態様等については特に限定されるものではなく、予め決め
られたものであればよい。
　さらに、各実施形態では、原画像記憶部３４が記憶保持する原画像データ３４ａの段階
で、部分視野領域（小視野）への区分けがされている場合を例に挙げたが、遅くとも画像
処理部３５ａによるシミュレーション画像生成の段階までに部分視野領域（小視野）への
区分けがされていればよい。したがって、例えば全視野領域の元画像について原画像記憶
部３４が原画像データ３４ａを記憶保持している場合であれば、その全視野領域から部分
視野領域の元画像を抽出しつつ、その部分視野領域についてのシミュレーション画像を生
成することも考えられる。
【０１０５】
　また、各実施形態では、タブレット端末１におけるタッチパネル部１２の表示画面上に
、全視野領域分の元画像１３ａ、拡大された小視野分のシミュレーション画像１３ｂ、お
よび、解説情報についての文字画像１３ｃのそれぞれを並べて表示出力する場合を例に挙
げて説明したが、その表示画面上の出力レイアウトが特に限定されないだけではなく、個
々の表示内容についても必要に応じて適宜変更することが考えられる。例えば、各実施形
態では、小視野分のシミュレーション画像１３ｂについて、眼鏡レンズの明瞭指数の等高
線が重畳されたものを表示出力する場合を例に挙げたが、等高線画像の重畳は必須ではな
く、等高線画像の重畳が無い状態のシミュレーション画像を表示出力することも可能であ
る。このことは、ＨＭＤ２の表示画面部２２における表示出力内容についても同様である
。すなわち、ＨＭＤ２の表示画面部２２において、等高線画像の重畳が無い状態のシミュ
レーション画像を表示出力することで、眼鏡レンズ装用予定者Ｐ１にレンズ装用状態を疑
似体験させることも可能である。
【０１０６】
　また、各実施形態では、画像処理部３５ａが原画像データ３４ａに対してレンズ視覚特
性（ボケ・ゆがみ等）を反映させる画像処理を行うことでシミュレーション画像を生成す
る場合を例に挙げて説明したが、そのシミュレーション画像の生成にあたっては、さらに
他の画像処理を行うようにすることも考えられる。他の画像処理としては、偏光や調光等
の効果を与える画像処理が挙げられる。このような画像処理を付随的に行うようにすれば
、原画像データ３４ａがＣＧ画像についてのものであっても、自然画に近いシミュレーシ
ョン画像を生成することができるようになる。
【符号の説明】
【０１０７】
　１…タブレット端末（端末装置）、２…ＨＭＤ（ディスプレイ装置）、１１…通信Ｉ／
Ｆ部、１２…タッチパネル部、１２ａ…情報出力部、１２ｂ…操作部、１２ｃ…情報入力
部、１３ａ…全視野領域分の元画像、１３ｂ…小視野分のシミュレーション画像、１３ｃ
…解説情報についての画像、２１…通信Ｉ／Ｆ部、２２…表示画面部、３…サーバ装置、
４…通信回線網、５…シミュレーション装置、３１…通信Ｉ／Ｆ部、３２…取得情報認識
部、３３…レンズ設計データ生成部、３４…原画像記憶部、３４ａ…原画像データ、３５
…画像生成部、３５ａ…画像処理部、３５ｂ…画像重畳部、３６…解説情報記憶部、３６
ａ…解説情報、３７…制御部、Ｐ１…眼鏡レンズ装用予定者、Ｐ２…店員、Ｓ…眼鏡店
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